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△ 保証債務と相続税の債務控除

Q ●
● 今年、夫が亡くなりましたが、最近に

なって、夫が友人の銀行借入金1千万円の保

証人になり、夫名義の土地をその銀行に担保

提供していることがわかりました。

ところで、この保証債務は相続税の計算を

する際、債務控除の対象になりますか。

A:原則として、対象にはなりません。

【解説】

債務控除の対象になる債務は、被相続人の

債務で相続開始の際に現に存するもので、力

つ 、

、

確実と認められるものに限られています。

ところで、保証債務については、保証債務

の履行が求償権の行使によって補てんされる

性質を有することから、原則として債務控除

の対象とはなりません。

しかしながら、主たる債務者が弁済不能の

状態にあるため、保証債務者がその債務を履

行しなければならない場合で、かつ、主たる

債務者に求償して返還を受ける見込みがない

場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の

金額は、被相続人の債務として、相続税の課

税価格の計算上債務として控除することがで

きることとなっています。

ご質問の場合、主たる債務者である友人が

借入金の弁済が不能の状態にあるため、夫が

その債務を履行しなければならない場合で、

かつ、友人に対して求償権を行使してもその

弁済額の返還を受ける見込みがないと認めら

れるときは、保証債務を履行した1千万円の

うち、求償権の行使が不能となった部分の金

額について債務控除の対象になります。
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